
 

 

 

 

 

 

（佐久市中小企業振興資金融資制度） 
 

 

佐久市を支える皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に

調達できるようにするため、金融機関を通じて低金利融資を

行う制度です。お気軽にご相談ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 8 年度 

佐久市中小企業金融のしおり 

佐久市  

経済部商工振興課 
 

〒385-8501 佐久市中込 3056 
℡（0267）62-3265(直通) 
Fax（0267）62-2269 

e-mail  syoko@city.saku.nagano.jp 





中小企業振興資金 （設備資金） 申込時における留意事項  
★ 設 備 資 金 の申 込 に関 する審 査 は時 間 がかかり ますので 、十 分 余 裕 を 持 っ て申 込 し て下 さ い。 

★ 代 金 支 払 済 みの設 備 や代 金 支 払 を 滞 納 し ている設 備 は対 象 外 となり ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業支援資金についての留意事項  
◆ 県 制 度 資 金 の創 業 支 援 資 金 とは貸 付 上 限 が異 なるので ご注 意 く ださ い。 

◆ 市 制 度 融 資 共 通 の添 付 書 類 以 外 に、必 要 な書 類 は以 下 のとおり で す  

（様 式 は市 のホームページから ダウンロ ード で きます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事 前 着 工 につい て 

金 融 機 関 及 び信 用 保 証 協 会 と事 前 協 議 を 行 っ た場

合 のみ、事 前 契 約 または事 前 着 工 （建 物 完 成 、機 械

設 置 等 を 含 む） 可 と し 、代 金 支 払 前 のも のにつ い て

貸 付 対 象 とし ます。 

 

また、融 資 申 込 時 に建 物 が完 成 し てい る場 合 や機 械

が既 に設 置 さ れて い る 場 合 も 貸 付 対 象 と し ます が、

代 金 支 払 済 みのも のや、代 金 支 払 を 滞 納 し て い るも

のについ ては、融 資 の対 象 とし ません。 

○貸 付 期 間 について 

各 資 金 の貸 付 期 間 の範 囲 内 で 、耐 用 年 数 及 び資 金

計 画 を 勘 案 し 、妥 当 な貸 付 期 間 を 設 定 すること。 

○固 定 資 産 計 上 さ れないも のについて 

貸 借 対 照 表 上 の固 定 資 産 に計 上 さ れないも のは、融

資 の対 象 となりません。 

※ 固 定 資 産 に計 上 さ れるも の 

【有 形 固 定 資 産 】 土 地 、建 物 及 び附 属 設 備 、構 築

物 、機 械 及 び装 置 、車 両 及 び運 搬 具 など 

【無 形 固 定 資 産 】 営 業 権 、特 許 権 、商 標 権 、ソフ ト

ウェ ア、電 話 加 入 権 など 

※ 店 舗 新 築 ・改 築 と 同 時 に購 入 するイス ・ 調 理 器

具 等 の少 額 の備 品 など、固 定 資 産 計 上 さ れない も

のは自 己 資 金 又 は運 転 資 金 で 対 応 すること  

 

○車 両 につい て 

乗 用 自 動 車 （ ３、５ ナンバー等 ） は、法 人 名 又 は屋 号

を 車 体 に印 字 する場 合 のみ、融 資 対 象 とし ます（取 り

外 し ので きるステッ カ ー・マグネット シール等 は不 可 ）。 

※ 融 資 申 込 時 、見 積 書 中 に印 字 費 用 が記 載 さ れ

ていること 

※ 融 資 実 行 後 の設 備 完 了 報 告 書 の添 付 写 真 で 、

該 当 車 両 への印 字 の有 無 が確 認 で きること  

○設 備 完 了 報 告 につい て 

「 設 備 完 了 報 告 書 」 は 、設 備 の 設 置 及 び 支 払 完 了

後 、速 やかに市 へ提 出 し てく ださ い。 

 

完 了 報 告 書 へ添 付 が必 要 のため、施 工 前 の現 場 写

真 を 必 ず撮 影 してく ださ い。 

完 了 報 告 書 の確 認 や現 地 調 査 によ り 、融 資 が不 適

当 と 認 めら れる 場 合 には、即 時 償 還 を 求 める場 合 が

あり ます。 

 

【添 付 する写 真 等 について注 意 事 項 】 

・建 築 の場 合 ：造 成 地 と 建 設 後 の建 物 の写 真 ２枚 ず

つ（角 度 を変 えて撮 影 ） 

・改 築 の場 合 ： 工 事 施 工 前 、施 行 後 の写 真 ２ 枚 ずつ

（角 度 を 変 えて撮 影 ） 

・車 両 購 入 ： 車 の写 真 ２枚 （角 度 を 変 えて 撮 影 ）及 び

車 検 証 の写 し  

・機 械 購 入 ：機 械 の写 真 ２枚 （角 度 を 変 えて撮 影 ） 

○店 舗 併 用 住 宅 につい て 

建 設 ・ 改 築 の場 合 、住 宅 部 分 は融 資 の対 象 と なり ま

せん。 見 積 書 におい て 、住 宅 部 分 と 店 舗 部 分 の金

額 が分 かるよう に明 記 し てく ださ い。 

明 確 に分 離 が困 難 な部 分 は、住 宅 部 分 と 店 舗 部 分

の面 積 割 合 で 按 分 する方 法 などで 妥 当 性 を 判 断 し ま

すので 、事 前 に相 談 し て 下 さ い （ 当 該 建 物 の敷 地 購

入 に関 し ても 同 様 ）。 

新 規 開 業 「予 定 者 」 に該 当 する方  

（事 業 を 営 んで い ない個 人 で 、創 業 の具 体 的 な

計 画 がある） 

 

◇創 業 計 画 書 （様 式 第 1号 ） 

◇創 業 計 画 に関 する意 見 書 （様 式 第 ２号 ）  

◇事 業 を 営 んで い ない 個 人 で あ っ た 事 実 を 証

する書 類 （前 職 の源 泉 徴 収 票 等 ） 

○空 き店 舗 利 用 による開 業 の利 子 補 給 対 象 者 について 

条 件 は以 下 のとおりで す 

 

◇市 内 の空 き店 舗 ・空 き事 務 所 ・空 き工 場 を 賃 借 又 は購 入 し て、新 規 開 業 を 予 定 し ている方  

◇対 象 物 件 が、市 の空 き店 舗 情 報 に登 録 さ れていること  

新 規 開 業 者  に該 当 する方  （創 業 し た日 から ５年 未 満 ） 

 

◇開 業 届 又 は商 業 登 記 簿 謄 本 の写 し  

◇次 の①～③のい ずれかの書 類  

①  創 業 計 画 書 （ 様 式 第 1 号 ） （ 法 人 の場 合 は会 社 設

立 、個 人 の場 合 は開 業 届 提 出 又 は客 観 的 着 手 後

から、売 上 発 生 するまで の期 間 の方 ） 

②  収 支 等 計 画 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） （ 売 上 発 生 か ら 決 算

書 を 作 成 するまで の方 ） 

③ 貸 借 対 照 表 、損 益 計 算 書 （決 算 書 作 成 済 みの方 ）  





様式第4号(第8条関係)

（申込先）佐久市長

下記制度融資を利用したいので、添付書類を添えて申し込みます。

(設備資金の場合）

代金支払い予定日

（記入上の留意事項）
１

２

号

年 月 日

様

佐久市長　　　栁　田　清　二

）

法人名

氏名又は代表者名

屋号（個人の方のみ記入）

年 月

金利:

資金使途

この申込に伴って収集する個人情報はこの申込に対応するとともに、中小企業経営指導及び分析
に資するために使用します。

資金名 地域産業ブランド力向上支援資金

申込金額

借入希望日

金融機関

設備資金

借入期間

太枠内のみ記入してください。

佐久市中小企業振興資金融資あっせん申込書

万円

令和 年 月

（ 内訳 ：

1.7%

日

開業年月日

電話番号

月 日年

佐久市中小企業振興資金あっせんに関する条例
施行規則に基づき、この資金をあっせんします。

）

カ月）

(

カ月据置

支店名

回月賦返済　（計

（この欄は記入しないでください。）

第

：

受付印





経営相談等の窓口

佐久商工会議所 ℡62-2520
臼田町商工会 ℡82-2154
浅科商工会 ℡58-0220
佐久市望月商工会 ℡53-5442

市内融資取扱い金融機関等

八十二長野銀行

上田信用金庫

長野県信用組合

長野県信用保証協会

佐久支店 ℡68-8484


